
阿賀野市告示第１５４号 

 

決算の要領について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項の規定により、令和３年９

月２９日に阿賀野市大室財産区議会において認定された令和２年度阿賀野市大室財産区

特別会計の決算の要領を別紙のとおり告示する。 

 

  令和３年１０月８日 

 

 

                阿賀野市大室財産区 

                管理者 阿賀野市長 田 中 清 善   
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